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生涯学習センター
職員数 生涯学習係

職員数 

桃色部分は社会教育
事業の実施等ソフト
事業を表します。

青色部分は施設維持
管理等のハード事業
を表します。

緑色は夜間に限定し
た業務を表します。

現状（令和４年度） 運営案
企画運営を職員が直接担い、試行期間として

（部分委託も導入しながら）５～１０年実践していく
現在の仕様に基づいた指定管理者による運営

責任職員　　　　２名
従事職員　　　　８名
日常清掃スタッフ４名

正職員　　　６名
　（係長を含む）
任期付職員　１名
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調査・研究

小山市職員（※）による運営に、一部をシルバー人材
センターによる業務委託を組み合わせる。

指定管理者が雇用する職員

指定管理者制度に基づき、民間企業・ＮＰＯ等を含
む団体に施設運営と事業実施を委ねている。
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※図形の大きさ・形が務量
や難易度を示すものではあ
りません。

業務について
の凡例

人員体制と
費用額について
の凡例と説明

理念に基づく
主催事業の
企画・実践

・現在、生涯学習係には、社会教育主事資格者が３名在籍します。
・運営案においては、生涯学習課生涯学習係の職員が生涯学習センター職員となる
前提です。併せて、生涯学習係の事業として実施していた事業を生涯学習センターに
移管します。
・費用額には人件費以外に業務委託料、事業費（※）、保守管理費などを含みます。

※＝正職員、任期付職員、会計年度任用職員。

当市当施設の指定管
理制度では、貸館の料
金収入は指定管理者
の収入となり、当該収
入はこの表には項目
として現れません。

当市が自ら運営する
場合、貸館の料金収入
が管理費支出とは別
に発生し、この表には
収入項目が盛り込ま
れます。

再委託先スタッフを除きます

指定管理者任用　　14名 係の職員　７名

生涯学習係の職員

正職員　　　　　　６名
　（係長を含む）
任期付職員　　　　２名
会計年度任用職員　４名

生涯学習係の職員

委託先のスタッフを除きます。
正職員　　６名
任期付等　６名

※＝理念に基づき求められる、新たな生涯学習センター事業費を指します。

小山市立生涯学習センター 小山市立生涯学習センター

生涯学習センター 2,340 万円

生涯学習係  5,080 万円

合計  7,420万円

生涯学習係および　　　　　　　　　
　センター業務 7,730 万円

うち支出 8,430 万円　
　 収入  700 万円　

合計  7,730万円

現行の制度のもとでは、生涯学習センターが貸館を基本とし
た運営となることから、基本理念が求めるような、「小山市に
おける生涯学習の推進の役割」を十分に果たせていない。

●事業担当と窓口・貸館の管理担当が、市職員であることで、
運営上の課題や利用実態を把握することが容易となる。

●全員が常駐するため業務の平準化と館外業務や研修時を
含めた安定的なシフト勤務が可能となる。

センター配属
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